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居宅介護支援重要事項説明書 
 

  当事業所が利用者に対して指定居宅介護支援のサービス提供開始にあたり、事業所の概

要や提供されるサービス内容等次のとおり説明します。 

１．事業者（法人）の概要 

法人の名称 社会福祉法人忍野村社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒401-0511 南都留郡忍野村忍草１４４５番地１ 

代表者（職名・氏名） 会長  大 森  彦 一 

設立年月日 昭和５８年９月１４日 

電話番号 ０５５５－８４－４１２１ 

２．ご利用事業所の概要 

 事業所の名称 忍野村居宅介護支援事業所 

サービスの種類 居宅介護支援 

事業所の所在地 〒401-0511 南都留郡忍野村忍草１４４５番地１ 

電話番号 ０５５５－２０－５０２０ 

指定年月日・事業所番号 平成１９年 ４月 １日指定 １９７１３００４６０ 

管理者の氏名 渡邊 正子 

通常の事業の実施地域 忍野村・山中湖村・富士吉田市 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護状態になった利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護を

提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。 

４．提供するサービスの内容等 

（１）提供するサービスの内容 

○ 利用者のお宅を訪問し、心身の状態を適切な方法により把握の上、利用者自身やご家

族の希望を踏まえ、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。 

○ 利用者の居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、利用者とその

家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実

施状況を把握します。 
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○ 必要に応じて、利用者と事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更し

ます。 

○ 医療系サービスの利用を希望している場合などは、利用者の同意を得て主治医等の意

見を求め、この意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。 

○ 訪問介護事業所等から伝達された服薬状況や口腔に関する事等モニタリング等の際に

ケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治医等

に必要な情報伝達を行います。 

○ 障害福祉サービスを利用した方が、介護保険サービスを利用する場合等に、障害福祉

制度の相談支援専門員との密接な連携に努めます。 

○ 指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適

切に対処します。 

○ 要介護（要支援）介護認定の更新又は区分変更において利用者及びそのご家族より依

頼を受けた場合には申請代行します。 

○ 介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介をいたします。 

（２）確認事項 

○ 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族は、ケア

プランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求めること、ま

た当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。 

○ 入院した場合は担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供していただく必

要があります。 

○ 当事業所の前６か月間に作成したケアプランの総数のうち訪問介護等の利用割合と、

サービス事業者ごとの位置づけの割合について説明を行います。 

 （別紙参照） 

５．営業日時 

営業日 

月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（12月29日か

ら1月3日）を除きます。 

営業時間 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ただし、希望に応じて、土、日及び祝日についても可能な体制を整える

ものとします。 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 
員    数 

常勤 非常勤 計 

介護支援専門員  ２人 ０人 ２人 

７．利用料 

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも

のとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担は

ありません。但し、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、１ヵ月につき要

介護度に応じて以下の料金をお支払いいただき、当事業者は指定居宅介護支援提供証明書
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を発行いたしますので、後日各保険者の窓口に提出しますと全額払い戻しを受けることが

できます。 

（１）居宅介護支援の利用料：別紙利用料金表参照 

（２）利用料金の改定がある場合には、改定日のおおむね 30日前に文章にて新料金表を

送付いたします。 

 

８．担当の介護支援専門員 

 担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、

何でもお申し出ください。 

  氏 名：                            

  連絡先（電話番号）： ０５５５－２０－５０２０  

 

９．事故発生時の対応 

 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村

等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、指定居宅介護支援の提供により

賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１０．虐待の防止に関する措置 

 当事業所は、虐待の発生又はその再発防止の為に、次の措置を講ずると共に、虐待を受けた

と思われる利用者又はその家族等を発見した場合は、速やかに各関係市町村に通報いたします。 

（１） 指針を策定する。 

（２） 職員を対象とした研修及び訓練等開催する。 

 

１１．感染症の予防又はまん延防止 

 事業所は、事業所において感染の予防又はまん延防止の為に次の措置を講じます。 

（１） 指針を策定する。 

（２） 職員を対象とした研修及び訓練等開催する。 

１２．業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続

的に実施する為、又、非常時おける業務の体勢の対応等業務継続計画を策定します。 

 

１３．苦情相談窓口 

（１）当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居

宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付
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けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。 

相談窓口 
電話番号  ０５５５－２０－５０２０ 

管理者   渡 邊  正 子 

（２）上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

忍野村福祉保健課 

介護保険担当 

所 在 地  忍野村忍草１４４５－１ 
電話番号  ０５５５５－８４-７７９５  
受付時間 ８：３０ ～１７：１５ 

富士吉田市健康長寿課 

介護保険係 

所 在 地  富士吉田市下吉田６－１－１ 
電話番号  ０５５５-２２-１１１１（内線）４３５ 
受付時間 ８：３０  ～１７：１５ 

山中湖村いきいき健康課 

介護保険係 

所 在 地  山中湖村山中２３７－１ 
電話番号  ０５５５-６２-９９７６ 
受付時間 ８：３０ ～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 

介護保険係 

所 在 地  甲府市蓬沢１－１５－３５ 
電話番号  ０５５-２３３-９０２１（相談窓口専用） 
受付時間 ９：００ ～１６：００（水曜日） 

山梨県運営適正化委員会 
所 在 地  甲府市北新２－１－２２ 
電話番号  ０５５-２５４-８６１０  
受付時間 ８：３０～１７：００ 

 

１４．ハラスメント防止に関する取り組み 

（１） 当事業所は、ハラスメントの発生又はその防止の為に、次の措置を講ずると共に、ハ

ラスメントを受けたと思われる職員又は関係者を発見した場合は、速やかに調査を行い、事実

関係を明らかにします。 

１）ハラスメント防止に関する指針を策定する。 

２）職員を対象としたハラスメント防止に関する定期的な研修を実施する。 

 

（２） 調査の結果、ハラスメントが行われたと認められた場合には、関係機関と連携性して

厳正に対処を行います。 

（３）下記の代表的なハラスメント例を基に、時代の変遷により変化する価値観の中で、利用

者及び代理人、関係者はこれに類するハラスメント行為を行わないものとする。 

ハラスメント例 概要 

セクシャルハラスメント 性的なものを連想させる言動によって、相手方に不快感を与える

もの。 

マタニティハラスメント 妊娠、出産、育児等を理由に、相手方に不快感を与える言動を行

ったり、不利益を与えたりするもの。 

パワーハラスメント 職務上の地位や、社会的権限を利用して、相手方に不快感や不利

益を与えるもの。 

カスタマーハラスメント 顧客や取引先など（以下「顧客等」）からの理不尽なクレーム

や、不当な要求、暴力的な言動や、侮辱的な発言等により相手方

に不快感や不利益を与えたり、周囲に対して迷惑な行為をしたり

するもの。 

 

１５．その他運営についての留意事項 

 （１）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り
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早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。 

（２）当事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保するため、職場においておこ

なわれる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより従業員等の就業環境が害されることを防止するための必

要な措置を講じます。 

 

 

 

 令和   年     月     日 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対し本書面に基づいて重要事項を説明しま

した。 

 

事 業 者  住 所  忍野村忍草１４４５－１ 

法人名  社会福祉法人忍野村社会福祉協議会 

説明者                    印 

 

私は、本書面により事業所説明者から居宅介護支援について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利用者    住 所 忍野村 

氏 名                      印 

 

 

代理人    住 所  忍野村 

氏 名                    印 

本人との続柄 
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         令和   年   月  日 

  

  

        緊急時 ・ 事故発生時の連絡先 
利用者氏名    

 住  所  忍野村   

 電話番号    

    

    

区 分 続柄 ・ 氏名 電話番号 備 考（携帯等） 

家 族① 
（続柄） 

０５５５－  

家 族② 
（続柄） 

０５５５－  

病 院① 病院名 

０５５５－ 

 

 医師名  

病 院② 病院名 

０５５５－ 

 

 医師名  

 

居宅介護支

援事業所 

事業所名 忍野村社会福祉協議会 

   指定居宅介護支援事業所 
０５５５‐２０-５０２０ 

 

担当者名 

      
 

 

保険者   

（市町村） 

市町村名  忍野村 

０５５５-８４-７７９５ 

 

担当部所  福祉保健課  

 


